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     大津市では、産後の女性の心身のケアや育児の支援を行い、安心して生活ができることを目的に 

産後ケア事業を実施しています。 

 

対象となる方 

   大津市に住民登録がある産後の女性（流産死産を含む）、赤ちゃんとともに医療行為が必要でない、 

病院等への入院を要しない方で、次のいずれかに当てはまる方 

  ①産後の心身の状態が十分に回復していない方 

 ②自宅での育児に不安があり、相談やアドバイスが必要な方 

  ③心身の不調や育児不安等により、家事や育児などの日常生活を送ることが難しい方 

   

  ※事業によって、御利用いただける時期は下記のとおりです。 

    短期入所事業、通所事業：出産後４か月を経過していない方 

（分娩予定日の２１日前に出産の場合、出産予定日より４か月） 

     居 宅 訪 問 事 業：出産後１年を経過していない方 

   

ケアのタイプと料金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

  ※生活保護世帯及び市民税非課税世帯 ０円 

 ※生活保護世帯及び市民税非課税世帯 ０円 

 

☆短期入所事業（ショートステイ）☆ 

助産所や医療機関等に宿泊して下記の心身のケ

アを受けます。 

・産後の女性の健康面や生活面の相談（乳房の

ケアも含む）、休養 

・赤ちゃんの健康状態の観察 

・沐浴や授乳の方法などの指導と育児サポート 

・食事の提供 

その他、自宅での育児の相談やアドバイスなど 

▽料金：１日あたり ６,４００円 

▽１回当たりの利用時間：２４時間以内 

 

☆通所事業（デイケア）☆ 

助産所や医療機関等に通って、下記の心身のケ

アを受けます。 

・産後の女性の健康面や生活面の相談（乳房の

ケアも含む）、休養 

・赤ちゃんの健康状態の観察 

・沐浴や授乳の方法などの指導と育児サポート 

・食事の提供 

その他、自宅での育児の相談やアドバイスなど 

▽料金：１日あたり ３,２００円 

▽１回当たりの利用時間：８時間以内 

 

☆居宅訪問事業☆ 

自宅に助産師が訪問し、必要なケアとアドバイスを実施します。（訪問先は大津市内が対象です。） 

・産後の女性の健康面や生活面の相談（乳房のケアも含む） 

・赤ちゃんの健康状態の観察 

・沐浴や授乳方法などの育児の指導 

その他、育児の相談やアドバイスなど 

▽料金：１回あたり１,４００円 

▽１回当たりの利用時間：３時間以内 

大津市産後ケア事業 



 

利用回数 

１回の分娩に対し、短期入所事業・通所事業・居宅訪問事業あわせて、合計７回を限度に利用することができます。 

 

申請から利用までの流れ 

下記のすこやか相談所または大津市健康保険部保健所母子保健課へご連絡ください。 

  事前に面談を行い、大津市がこの事業による支援が必要であると認めた方に、あらかじめ事業説明したうえで 

ご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※審査とともに、契約医療機関等に受け入れ状況の確認をいたしますので、できるだけ利用を希望される日の 

１週間前まで（土日祝日、年末年始、時間外除く。）にご連絡ください。 

※契約医療機関等や日程について、ご希望に添えない場合もあります。 

 

お問い合わせ先    9時から 17時（土日祝日、年末年始を除く）☆比叡すこやか相談所のみ 10 時から 18 時☆ 

 電話番号 ＦＡＸ 対象学区 

和邇すこやか相談所 077-594-8023 077-594-4189 小松・木戸・和邇・小野 

堅田すこやか相談所 077-574-0294 077-574-1728 葛川・伊香立・真野・真野北・堅田・仰木・仰木の里・仰木の里東 

比叡すこやか相談所 077-578-8294 077-578-8120 雄琴・日吉台・坂本・下阪本・唐崎 

中すこやか相談所 077-528-2941 077-527-3022 滋賀・山中比叡平・藤尾・長等・逢坂・中央 

膳所すこやか相談所 077-522-1294 077-522-1198 平野・膳所・富士見・晴嵐 

南すこやか相談所 077-534-0294 077-534-9256 石山・南郷・大石・田上 

瀬田すこやか相談所 077-545-0294 077-543-4436 上田上・青山・瀬田・瀬田南・瀬田東・瀬田北 

大津市健康保険部保健所母子保健課 母子保健係  電話 077―511―9182  ＦＡＸ 077-523-1110 

 

短期入所事業・通所事業の産後ケア事業をご利用になる際の注意 

☆ご自宅での育児に向けて、助産師や看護師等の専門職から指導やアドバイス・相談を実施するサービスです。 

そのため基本は母子同室です。 

☆サービス利用中は、普段の生活や手技など、ご本人主体で実施していただきます。 

☆利用された契約医療機関等で物品等を購入される場合は、別途実費負担となります。 

 また、短期入所事業・通所事業利用のための交通費も実費負担となります。 

☆利用中の外出は、利用している契約医療機関等の許可が必要です。 

  

希望日の１週間前まで

にすこやか相談所また

は大津市健康保険部保

健所母子保健課に連絡

します。 

担当保健師が電話や訪

問などで状況をお聞き

します。 

 

 

審査の後、利用決定通

知書が届きます。 

契約医療機関等より、

電話等で利用説明を

受けます。 

契約医療機関等かご自

宅で必要なケアを受け

ます。 

 

料金は直接、契約医療

機関等にお支払いしま

す。 

 

利用後、担当保健師が

電話や訪問などで、状

況をお聞きします。 

 


